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■国民年金保険料に免除期間・納付猶予期間がある方へ

　国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、

保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（６５歳から受けられる年金）の受け取り額

が少なくなります。

　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などの承認を受けた期間の保険料に

ついては、１０年以内であれば遡って納めることができます（追納）。

　ただし、免除などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降の追納の

場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

※問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤル　☎０５７０－００３－００４

■年金の相談や受給手続きは事前予約をご利用ください

　年金見込み額などのご相談や、年金の請求・受給者死亡などの手続きは、事前の予約を

ご利用いただくことで、ご都合にあわせてスムーズに対応できます。ぜひご利用ください。

　予約受付専用電話　☎０５７０－０５－４８９０

　（受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分　＊土日祝日および年末年始を除く）　

＊ご予約の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご用意ください。

　日本年金機構予約相談２次元コード　　　☞

■国民年金保険料のご案内を民間委託しています

　日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れの方に対する電話または文書による納付

のご案内や、納付免除・猶予制度の申請手続きのご案内を、法律に基づき民間事業者に委

託して行っています。

　詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

〔委託民間業者〕

※アイヴィジット・ＮＴＴ印刷共同企業体　☎０５７０－０２１―７８１

　日本年金機構民間委託２次元コード　　☞
　日本年金機構ホームページ

　https://www.nenkin.go.jp

　年金に関する問い合わせは、青梅年金事務所　☎３０－３４１０

　　マイナンバーカードに関する手続きは予約制です

　マイナンバーカードに関する手続き（申請、受取、電子証明書更新など）は住民課で

予約制にて行っています。

〔受付時間〕平日の午前９時から１１時まで、午後１時３０分から４時まで

　＊土曜日、日曜日、祝日は窓口を開設していません。

　（夜間または休日窓口開設時を除く）

　＊予約をされずに来庁された場合、お手続きができなかったり、

　　お待ちいただく場合がありますので、ご注意ください。

　＊仕事や学校などで平日日中の来庁が難しい場合は、ご相談ください。

※予約・問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２
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令和８年度　国民健康保険税について

■令和８年度の保険税率および限度額が決まりました

　令和８年度は、前年度と比べ医療基礎分、後期高齢者支援金分、および介護納付金分の

所得割額・均等割額が増額となります。

　これに加え、本年度から「子ども・子育て支援納付金分」が新設されました。

＊詳しくは、広報おくたま５月号をご覧ください。

■納税通知書は世帯主の方に７月初旬頃お送りします

　４月１日を基準に、国民健康保険被保険者の方がいる世帯に、『令和８年度国民健康保

険税納税通知書』をお送りします。納付書または口座振替による納付は年８回です。

　なお、年金からの差し引きによる納付（年金特別徴収）は年６回の偶数月です。

■国民健康保険の加入・資格喪失について

　国民健康保険に加入される方は、退職の証明書などを役場住民課窓口または古里出張所

窓口まで持参のうえ、加入の手続きをしてください。加入の手続きが遅れた場合は、遡っ

て資格を取得します。

　国民健康保険税は、加入届出をされた日からではなく、転入や職場の社会保険を辞めた

などで、資格を取得した月の分から納める必要があります。

　また、職場の社会保険に入った、家族の扶養に入ったなどで、国民健康保険をやめられ

た方につきましても、新しい健康保険証を持参のうえ、国民健康保険の資格喪失の届出を

してください。

　資格喪失の届出がないと、社会保険料と二重で保険税を納付することになります。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１９０

外国人住民の方および外国人を雇用している事業者の方へお知らせします

◇在留カードなどとマイナンバーカードの一体化が予定されています

　出入国管理および難民認定法の一部を改正する法律の成立により、在留カードまたは特

別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化され、『特定在留カード』になります

（６月１４日予定）。詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。☞
　https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html

◇６月 1日より外国人の住所異動に係る窓口を統一します

　在留カードなどとマイナンバーカードが一体化されることにより、在留カードなどに搭

載されているＩＣチップに、住所の情報などを記録するための手続きが必要となります。

　これに伴い、６月１日から外国人に関する住所異動（転入、転出および転居）のお手続

きは、役場住民課窓口（本庁舎１階）のみの取り扱いとなります。

　ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２
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